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昭和戦前期における宮内省御用掛と外交官（芳澤）

は
じ
め
に

第
一
次
世
界
大
戦
と
世
界
史
的
な
君
主
制
国
家
の
動
揺
は
日
本
の
宮
中
に
も
多

大
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
。
皇
太
子
裕
仁
親
王
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
外
遊
に
象
徴
さ
れ
る

宮
中
の
試
み
は
、
新
た
な
皇
室
の
あ
り
方
が
模
索
さ
れ
る
中
に
お
い
て
、
画
期
的

な
出
来
事
で
あ
っ
た）

1
（

。
同
時
に
日
本
の
外
交
官
が
宮
中
の
業
務
に
か
か
わ
り
を
持

つ
よ
う
に
な
っ
た
。
現
役
外
交
官
に
よ
る
宮
内
省
御
用
掛
の
兼
任
は
、
大
正
か
ら

昭
和
へ
の
代
替
わ
り
と
同
時
に
誕
生
し
、
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
戦
争
末
期
に
ま
で
及

ん
だ
（【
別
表
一
】
参
照
）。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
お
よ
そ
二
十
年
に
及
ん
だ
現
役

外
交
官
に
よ
る
宮
内
省
御
用
掛
兼
任
の
特
質
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
、
そ
の
歴

史
的
意
義
を
述
べ
て
い
き
た
い
。

近
年
、
近
代
日
本
の
宮
中
研
究
は
元
老
を
は
じ
め
と
す
る
、
内
大
臣
と
宮
内
大

臣
そ
し
て
侍
従
長
な
ど
宮
中
上
層
部
を
対
象
に
し
た
研
究
が
深
化
し
た）

2
（

。し
か
し
、

外
交
官
の
宮
内
省
御
用
掛
兼
任
は
も
と
よ
り
、
宮
中
と
外
交
の
関
係
に
注
目
し
た

研
究
は
多
く
な
い）

3
（

。
そ
の
要
因
と
し
て
、
明
治
期
に
伊
藤
博
文
に
よ
っ
て
内
閣
中

心
の
国
家
運
営
シ
ス
テ
ム
が
構
築
さ
れ
た
こ
と
に
あ
る）

4
（

。
そ
の
た
め
、「
皇
室
外

交
」
と
形
容
さ
れ
る
皇
室
と
外
交
の
関
係
は
、
政
治
と
一
線
を
画
し
て
い
る
こ
と

は
自
明
の
こ
と
と
し
て
受
け
止
め
ら
れ
て
い
る
。

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
時
系
列
順
に
、
次
の
四
点
に
注
目
し
て
述
べ
て
い
き
た
い
。

第
一
に
、
澤
田
廉
三
電
信
課
長
が
初
め
て
現
役
の
外
交
官
と
し
て
宮
内
省
御
用
掛

に
任
じ
ら
れ
た
背
景
に
つ
い
て
。
第
二
に
、
宮
内
省
式
部
職
の
動
向
と
関
連
づ
け

な
が
ら
、
情
報
部
長
白
鳥
敏
夫
と
人
事
課
長
三
谷
隆
信
が
任
じ
ら
れ
た
背
景
を
検

討
す
る
。
第
三
に
、
白
鳥
の
更
迭
と
元
オ
ラ
ン
ダ
国
駐
箚
特
命
全
権
大
使
松
田
道

一
の
就
任
に
つ
い
て
。
第
四
に
、
儀
典
課
の
新
設
と
儀
典
課
長
の
宮
内
省
御
用
掛

の
兼
任
に
つ
い
て
述
べ
て
い
く
。
ま
た
、
本
稿
の
全
体
に
通
底
す
る
昭
和
戦
前
期

の
宮
中
と
外
交
の
関
係
を
め
ぐ
る
特
質
と
し
て
、
外
務
省
に
よ
る
各
国
の
皇
室
報

道
に
関
す
る
情
報
収
集
活
動
と
関
連
づ
け
て
述
べ
て
い
き
た
い
。

研
究
ノ
ー
ト

昭
和
戦
前
期
に
お
け
る
宮
内
省
御
用
掛
と
外
交
官

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

―
外
務
省
記
録
を
中
心
に
―

　
　

芳　
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直　

之
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一
、
昭
和
初
期
の
澤
田
廉
三
電
信
課
長
と
宮
内
省
御
用
掛
の
兼
任

大
正
一
〇
年
代
は
宮
内
省
官
制
改
正
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
宮
中
で
は
抜
本

的
な
改
革
が
行
わ
れ
た）

5
（

。そ
れ
と
呼
応
す
る
か
の
よ
う
に
牧
野
伸
顕
宮
相
を
始
め
、

東
宮
大
夫
に
珍
田
捨
巳
（
後
に
侍
従
長
）
や
、
式
部
長
官
に
井
上
勝
之
助
が
就
任

す
る
な
ど
、
外
務
省
を
母
体
と
す
る
人
々
が
宮
中
の
要
職
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ

た
。
そ
の
後
、
昭
和
へ
の
代
替
わ
り
と
同
時
に
、
現
役
外
交
官
が
宮
内
省
御
用
掛

を
兼
任
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
こ
で
、
外
務
省
記
録
Ｍ
．二
．一
．〇
．一
八
「
本

省
員
宮
内
省
御
用
掛
兼
勤
関
係
一
件
」）

6
（

所
収
の
史
料
を
中
心
に
、
現
役
外
交
官

の
御
用
掛
兼
任
が
実
現
す
る
過
程
を
述
べ
て
い
き
た
い
。

大
正
一
五
年
（
一
九
二
六
）
一
一
月
一
九
日
、
珍
田
捨
巳
東
宮
大
夫
は
出
淵
勝

次
外
務
次
官
を
訪
れ
、
澤
田
廉
三
電
信
課
長
）
7
（

の
宮
内
省
御
用
掛
兼
任
に
つ
い
て
協

議
し
た）

8
（

。
こ
の
協
議
内
容
は
幣
原
喜
重
郎
外
相
に
伝
達
さ
れ
た
一
方
、
珍
田
は
摂

政
裕
仁
親
王
に
次
の
よ
う
に
「
言
上
」
し
た
。

殿
下
ハ
国
政
ヲ
燮
理
セ
ラ
ル
ル
ニ
当
リ
国
務
大
臣
ノ
輔
弼
ヲ
受
ケ
ラ
レ
又
陸

海
軍
ニ
対
シ
テ
ハ
殿
下
自
ラ
統
帥
権
ヲ
行
ハ
ル
ル
外
陸
海
軍
武
官
各
二
名
常

侍
奉
仕
シ
テ
陸
海
軍
事
ニ
関
ス
ル
御
下
問
ニ
奉
答
シ
居
ル
次
第
ナ
ル
カ
陸
海

軍
事
ト
同
様
極
メ
テ
重
要
ナ
ル
外
交
問
題
ニ
関
シ
テ
モ
格
別
注
意
ヲ
払
ハ
ル

ル
必
要
ア
ル
処
重
要
ナ
ル
外
交
政
務
ニ
関
シ
テ
ハ
何
時
ニ
テ
モ
外
務
大
臣
ニ

御
下
問
ノ
途
有
ル
ヘ
キ
モ
新
聞
紙
等
ヲ
御
覧
ノ
際
御
気
付
ノ
事
柄
等
ニ
付
キ

御
研
究
ノ
御
相
手
ト
モ
ナ
ル
ヘ
キ
外
交
官
ヲ
御
用
係
ト
ナ
シ
置
カ
ル
ル
事
可

然
ヤ
ト
存
ス
ル）

9
（

珍
田
は
侍
従
武
官
の
よ
う
な
官
制
上
に
定
め
ら
れ
た
「
常
侍
輔
弼
」
ま
で
い
か

な
く
と
も
、
天
皇
の
外
交
に
関
す
る
「
御
研
究
ノ
御
相
手
」
が
必
要
と
の
考
え
を

示
し
た
。
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、「
政
務
」
に
関
し
て
は
、
従
来
通
り
外
務
大
臣
に

対
す
る
「
御
下
問
」
と
し
、
御
用
掛
は
あ
く
ま
で
「
新
聞
紙
等
ヲ
御
覧
ノ
際
御
気

付
ノ
事
柄
」
な
ど
「
御
研
究
ノ
御
相
手
」
と
し
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
区

分
す
る
こ
と
で
、
明
治
以
来
の
「
宮
中
・
府
中
の
別
」
の
原
則
と
い
う
論
理
を
ク

リ
ア
し
よ
う
と
し
た
。
そ
の
点
を
踏
ま
え
た
上
で
、
珍
田
は
澤
田
を
起
用
す
る
に

あ
た
っ
て
の
利
点
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

電
信
課
長
ハ
職
責
上
最
モ
迅
速
ニ
在
外
公
館
ヨ
リ
ノ
電
信
ヲ
取
扱
ヒ
且
又
一

切
ノ
電
訓
等
ヲ
悉
ク
閲
読
シ
居
ル
関
係
上
我
外
交
ノ
全
般
ニ
対
ス
ル
知
識
ヲ

有
シ
居
ル
ヲ
以
テ
殿
下
ノ
外
交
問
題
御
研
究
ノ
御
相
手
ト
シ
テ
最
モ
適
任
ト

認
メ
ラ
ル
ル）
10
（

た
し
か
に
、
電
信
課
は
そ
の
分
課
規
程
に
よ
れ
ば
「
電
信
ノ
接
受
及
発
送
」）
11
（

を

掌
る
部
署
で
あ
り
、
澤
田
は
そ
の
電
信
課
の
業
務
を
総
括
す
る
立
場
に
あ
る
こ
と

か
ら
適
任
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
摂
政
時
代
を
含
め
た
天
皇
の
「
外
交
問
題
御
研

究
ノ
御
相
手
」
と
し
て
、
白
羽
の
矢
が
立
っ
た
の
が
電
信
課
長
澤
田
廉
三
で
あ
っ

た
。し

か
し
、「
外
交
官
宮
内
省
御
用
掛
」
に
は
留
意
事
項
が
あ
っ
た
。
第
一
に
、
当

然
な
が
ら
電
信
課
長
は
「
繁
劇
」
の
た
め
、「
毎
日
奉
仕
ス
ル
コ
ト
不
可
能
」
で
あ

る
と
し
、「
当
分
先
ツ
一
週
間
一
回
奉
仕
」
と
す
る
こ
と
。
第
二
に
、
澤
田
の
「
奉

仕
年
限
」
は
「
外
務
省
ノ
事
務
ノ
都
合
ニ
依
リ
何
時
他
ニ
転
ス
ル
場
合
有
」
り
、

且
つ
「
必
ス
シ
モ
電
信
課
長
ト
限
定
ス
ル
次
第
ニ
ア
ラ
サ
ル
コ
ト
」
の
以
上
二
点

を
留
意
事
項
と
し
て
「
言
上
」
し
た）
12
（

。
も
っ
と
も
、
摂
政
は
「
本
御
用
係
ハ
余
リ
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頻
繁
ニ
交
代
セ
ラ
ル
ヽ
コ
ト
ヲ
希
望
セ
ラ
レ
サ
ル
」
様
子
で
あ
っ
た
が
、
珍
田
は

「
外
務
省
ノ
事
務
ノ
都
合
ニ
依
リ
何
時
更
迭
ヲ
見
ル
ヤ
モ
図
リ
難
」
い
こ
と
を
理
由

に
、
摂
政
に
理
解
を
求
め
た）
13
（

。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
澤
田
課
長
の
宮
内
省
御
用
掛

の
兼
任
に
至
る
ま
で
に
は
、
珍
田
侍
従
長
の
働
き
か
け
に
よ
る
も
の
が
大
き
く
、

外
務
省
側
も
条
件
を
付
し
た
上
で
、「
何
等
差
支
無
」
と
承
諾
す
る
に
至
っ
た）
14
（

。

そ
の
後
の
、
摂
政
時
代
を
含
め
た
昭
和
天
皇
と
澤
田
課
長
と
の
間
の
具
体
的
な

「
相
談
」
内
容
は
詳
ら
か
で
は
な
い
が
、『
昭
和
天
皇
実
録
』
に
は
澤
田
は
た
び
た

び
「
御
進
講
」
と
い
う
形
で
天
皇
に
召
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る）
15
（

。
御
用

掛
で
あ
る
以
上
、「
御
進
講
」
と
い
う
形
は
当
然
で
あ
っ
た
が
、
そ
も
そ
も
宮
内
省

御
用
掛
と
は
、
元
官
僚
や
大
学
教
授
な
ど
有
識
者
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
を

踏
ま
え
る
と
、
実
務
当
局
者
が
起
用
さ
れ
る
の
は
極
め
て
稀
で
あ
り
、
異
例
の
人

事
で
あ
っ
た
と
言
え
る）
16
（

。
こ
う
し
た
人
事
を
可
能
に
し
た
背
景
に
は
、
先
行
研
究

で
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
国
際
協
調
外
交
を
支
持
す
る
天
皇
・
宮
中
上
層

部
と
「
幣
原
外
交
」
と
の
親
和
性
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る）
17
（

。「
外
交
官
宮
内
省

御
用
掛
」
の
誕
生
は
、こ
う
し
た
国
際
協
調
外
交
と
リ
ン
ク
し
て
い
た
と
い
え
る
。

そ
の
た
め
、
宮
中
や
外
務
省
上
層
部
は
、
即
位
し
て
間
も
な
い
青
年
の
天
皇
に
対

し
て
、外
交
上
に
お
け
る
形
式
よ
り
も
実
質
を
重
視
し
、「
外
交
官
宮
内
省
御
用
掛
」

に
は
、
天
皇
を
「
補
導
」
す
る
役
割
の
一
端
を
担
う
こ
と
が
期
待
さ
れ
た
と
考
え

ら
れ
る
。

　

二
、
情
報
部
長
と
人
事
課
長
に
よ
る
宮
内
省
御
用
掛
兼
任
と
そ
の
背
景

し
か
し
、
昭
和
四
年
（
一
九
二
九
）
一
月
一
六
日
、
珍
田
捨
巳
侍
従
長
は
亡
く

な
り
、
翌
五
年
（
一
九
三
〇
）
七
月
に
は
、
澤
田
廉
三
は
大
使
館
一
等
書
記
官
と

し
て
英
国
勤
務
を
命
じ
ら
れ
た）
18
（

。
こ
の
よ
う
に
、「
外
交
官
宮
内
省
御
用
掛
」
は
、

そ
の
推
進
役
で
あ
っ
た
珍
田
の
死
に
よ
っ
て
、転
換
点
を
迎
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。

澤
田
課
長
の
後
任
に
は
、
情
報
部
長
白
鳥
敏
夫
と
人
事
課
長
三
谷
隆
信
）
19
（

が
宮
内

省
御
用
掛
に
任
じ
ら
れ
た
。一
木
宮
相
は
白
鳥
部
長
と
三
谷
課
長
の
二
名
に
つ
き
、

幣
原
外
相
に
照
会
を
求
め
、
了
承
さ
れ
た）
20
（

。
先
述
し
た
よ
う
に
、
後
任
は
必
ず
し

も
電
信
課
長
が
兼
任
す
る
も
の
で
は
な
い
と
さ
れ
た
。
し
か
し
、
情
報
部
長
と
人

事
課
長
が
兼
任
す
る
こ
と
に
な
っ
た
理
由
は
詳
ら
か
で
は
な
い
。
そ
こ
で
、
情
報

部
長
と
人
事
課
長
が
選
任
さ
れ
た
理
由
を
検
討
し
て
い
き
た
い
。

ま
ず
、
人
事
課
に
つ
い
て
は
、
そ
の
連
携
相
手
と
な
る
宮
内
省
式
部
職
の
動
向

を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
人
事
課
の
分
課
規
程
に
は
、「
叙
勲
及
褒
賞
ニ
関

ス
ル
事
項
」
と
「
謁
見
其
ノ
他
儀
式
ニ
関
ス
ル
事
項
」
と
あ
り）
21
（

、
外
務
省
内
に
お

け
る
皇
室
関
連
の
業
務
も
管
掌
し
て
い
た
。
一
方
、
昭
和
初
年
は
宮
内
省
式
部
職

へ
の
外
交
官
の
進
出
が
著
し
か
っ
た
。
昭
和
四
年
（
一
九
二
九
）
二
月
、
式
部
長

官
に
林
権
助
）
22
（

が
就
任
し
、
林
長
官
の
下
に
は
式
部
次
長
と
し
て
、
岡
部
長
景
）
23
（

が
就

任
し
た
。
岡
部
の
日
記
に
よ
れ
ば
、
当
初
の
式
部
長
官
候
補
に
、
西
園
寺
八
郎
が

上
が
っ
た
際
、
西
園
寺
は
「
長
官
と
し
て
は
外
交
官
と
口
が
き
け
ぬ
様
に
て
は
職

務
勤
ま
ら
」
な
い
と
固
辞
し
て
い
た）
24
（

。
一
方
で
、
木
戸
幸
一
は
「
岡
部
君
が
式
部

次
長
に
な
る
と
長
官
に
西
園
寺
八
郎
で
は
逆
に
な
る
。
細
か
い
こ
と
は
長
官
に

行
っ
て
聞
い
て
く
れ
と
い
ふ
様
な
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
」）
25
（

と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、

次
長
が
岡
部
で
決
ま
っ
た
以
上
、
長
官
に
は
宮
内
官
が
適
任
と
認
識
し
て
い
た
。

こ
の
よ
う
に
、外
交
官
が
式
部
職
内
で
長
官
、次
長
を
占
め
る
こ
と
は
異
例
で
あ
っ
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た
が
、
換
言
す
れ
ば
、
宮
内
省
を
主
管
官
庁
と
す
る
明
治
以
来
の
皇
室
と
外
交
の

関
係
は
転
換
点
を
迎
え
た
と
い
え
る）
26
（

。
そ
の
た
め
、
三
谷
人
事
課
長
の
宮
内
省
御

用
掛
兼
任
も
、
こ
の
よ
う
な
連
携
先
の
式
部
職
の
動
向
と
関
連
付
け
て
考
え
る
必

要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

次
に
、
情
報
部
長
が
選
任
さ
れ
た
事
由
で
あ
る
が
、
そ
の
管
掌
事
項
か
ら
電
信

課
と
同
様
に
、
情
報
部
は
外
交
上
の
情
報
を
把
握
で
き
た
点
で
共
通
し
て
い
る
。

相
違
点
は
、
受
動
的
に
電
信
を
接
受
・
発
電
す
る
電
信
課
に
対
し
、
情
報
部
は
能

動
的
に
発
信
・
収
集
し
て
い
た
点
に
あ
ろ
う
。情
報
部
は
大
正
一
〇
年（
一
九
二
一
）

八
月
一
三
日
の
官
制
公
布
を
も
っ
て
公
式
に
設
置
さ
れ
た）
27
（

。
大
正
一
四
年
四
月
に

は
、
幣
原
外
相
は
昭
和
天
皇
へ
の
進
講
の
際
に
、「
情
報
部
ハ
外
国
ノ
新
聞
、
通
信

等
ニ
正
確
ナ
ル
報
道
ヲ
供
給
シ
、
又
外
国
ヨ
リ
足
（
マ
マ
）ル
通
信
員
、
新
聞
雑
誌
記
者
、

旅
行
者
等
ニ
各
種
ノ
便
宜
ヲ
与
ヘ
テ
日
本
ヲ
正
解
セ
シ
ム
ル
コ
ト
ニ
努
メ
」、「
毎

日
ノ
外
国
新
聞
ニ
掲
載
セ
ラ
ル
ル
ニ
ヨ
リ
外
国
ニ
於
テ
ハ
自
ラ
我
国
ニ
関
シ
興
味

ト
理
解
ト
ヲ
有
ス
ル
ニ
至
ラ
ム
コ
ト
ヲ
目
的
ト
ス
」
と
説
明
し
て
い
る）
28
（

。
こ
の
よ

う
に
、
情
報
部
に
よ
る
情
報
収
集
は
外
国
新
聞
や
雑
誌
に
掲
載
さ
れ
た
皇
室
に
関

す
る
記
事
の
調
査
も
含
ま
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
外
国
に
対
し
て

情
報
部
が
い
か
な
る
啓
発
活
動
を
行
っ
て
い
っ
た
の
か
は
詳
ら
か
で
な
い
。
外
務

省
記
録
と
し
て
残
っ
て
い
る
の
は
、各
国
駐
在
の
大
公
使
か
ら
の
報
告
で
あ
り
、「
我

皇
室
ニ
関
ス
ル
新
聞
記
事
送
付
ノ
件
」
と
編
綴
さ
れ
て
、外
務
省
記
録
Ｌ
．一
．〇
．

〇
．八
「
帝
国
皇
室
ニ
関
ス
ル
雑
件
」
第
一
巻
に
所
収
さ
れ
て
い
る
（【
別
表
二
】

参
照
）。
そ
の
中
で
特
に
、
昭
和
七
年
（
一
九
三
二
）
一
月
一
四
日
付
の
、
駐
仏

代
理
大
使
栗
山
茂
発
の
幣
原
外
相
宛
て
の
報
告
が
簡
潔
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
の

で
、
や
や
長
文
に
な
る
が
こ
こ
に
掲
載
し
て
お
く
。

当
国「
ジ
ュ
ル
ナ
ル
」紙
ハ
客
年
十
月
二
日
ヨ
リ
同
月
十
三
日
ニ
亘
リ
日
、英
、

白
、
伊
、
塞
、
羅
、
勃
、
波
斯
、
和
蘭
、
瑞
典
、
諾
威
各
国
皇
室
並
羅
馬
法

王
ノ
日
常
御
生
活
振
リ
ニ
関
ス
ル
記
事
ヲ
連
載
セ
ル
カ
我
皇
室
ニ
関
ス
ル
八

日
同
紙
ノ
記
事
概
要
ヲ
示
サ
バ
先
ツ
天
皇
大
権
ニ
付
簡
単
ナ
ル
説
明
ヲ
為
シ

以
テ
天
皇
陛
下
ノ
日
常
御
生
活
ガ
極
メ
テ
御
多
忙
ニ
亙
ラ
セ
ル
（
ラ
欠
ヵ
）ル

所
以
ヲ

叙
シ
又
皇
后
陛
下
ガ
至
尊
ノ
御
身
ニ
モ
拘
ラ
ズ
日
常
内
親
王
殿
下
ノ
御
養
育

ニ
努
メ
給
ヒ
以
テ
臣
民
ニ
婦
徳
ノ
範
ヲ
垂
レ
給
フ
次
第
ヲ
述
ベ
更
ニ
進
ン
デ

天
皇
陛
下
ノ
御
趣
味
ニ
付
テ
ハ
自
然
科
学
ニ
関
シ
深
キ
御
造
詣
ア
ラ
セ
ラ
レ

菌
類
ノ
新
種
御
発
見
或
ハ
葉
山
御
用
邸
ニ
於
カ
セ
ラ
ル
ル
貝
類
御
採
集
カ
陛

下
ノ
最
モ
好
マ
セ
ラ
ル
ル
処
ナ
ル
事
、
又
御
運
動
ト
シ
テ
、
御
乗
馬
ニ
練
達

シ
給
フ
事
等
ヲ
述
ベ
更
ニ
天
皇
陛
下
ガ
経
済
、
社
会
問
題
等
ノ
研
究
ニ
モ
頗

ル
御
熱
心
ニ
ア
ラ
セ
ラ
レ
屢
々
御
進
講
ヲ
聴
カ
セ
ラ
レ
給
フ
趣
ヲ
述
ベ
又
宮

中
の
御
行
事
ト
シ
テ
観
菊
、
観
桜
ノ
御
宴
御
歌
会
等
ヲ
説
明
シ
居
レ
リ）
29
（

こ
の
よ
う
に
、
海
外
の
報
道
機
関
が
報
じ
た
天
皇
に
関
す
る
記
事
は
、
外
務
省

に
と
っ
て
も
関
心
事
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
目
的
を
明
ら
か
に
す
る
上
で
、
各
文
書

の
処
理
過
程
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
（【
別
表
二
】
参
照
）。
ま
ず
、
右

文
書
の
処
理
過
程
は
次
の
よ
う
に
な
る）
30
（

。
栗
山
大
使
か
ら
幣
原
外
相
に
発
出
さ
れ

（
公
信
普
通
二
七
一
号
）、
接
到
日
は
同
年
二
月
一
六
日
と
な
っ
て
い
る
。
翌
一
七

日
に
人
事
課
が
受
領
し
、
主
管
は
三
谷
人
事
課
長
の
押
印
が
あ
る
こ
と
か
ら
人
事

課
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
後
、
同
文
書
は
一
木
喜
徳
郎
宮
相
の
も
と
に

回
付
さ
れ
、
宮
内
省
側
と
も
共
有
し
た）
31
（

。 

宮
内
省
に
お
け
る
文
書
の
処
理
過
程
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に
つ
い
て
は
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

こ
う
し
た
外
務
省
に
よ
る
外
国
の
皇
室
報
道
に
関
す
る
情
報
収
集
は
管
見
の
限

り
、
昭
和
二
年
三
月
一
六
日
（
幣
原
外
相
宛
）
か
ら
、
昭
和
一
四
年
七
月
六
日
（
有

田
八
郎
外
相
宛
）
ま
で
確
認
さ
れ
る
。
主
管
部
署
は
情
報
部
と
人
事
課
で
あ
っ
た

が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
管
掌
範
囲
は
判
然
と
し
な
い
。
そ
し
て
、
後
述
す
る
儀
典
課
に

集
約
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
が
、
現
地
の
日
本
外
交
官
の
報
告
は
い
ず
れ
も
詳

細
で
あ
り
、
そ
の
多
く
が
天
皇
の
日
常
に
関
す
る
記
事
を
特
記
事
項
と
し
て
報
告

し
て
い
る
点
が
興
味
深
い
。
こ
の
よ
う
に
、
皇
室
を
め
ぐ
る
外
国
メ
デ
ィ
ア
の
報

道
ぶ
り
の
取
り
扱
い
を
見
る
と
、
情
報
部
と
人
事
課
が
主
管
し
て
お
り
、
い
ず
れ

も
そ
の
総
括
す
る
立
場
の
者
が
宮
内
省
御
用
掛
を
兼
任
し
て
い
る
こ
と
は
、
偶
然

で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

　

三
、
白
鳥
敏
夫
の
更
迭
と
松
田
道
一
の
就
任
―
宮
中
上
層
部
へ
の
批
判
―

『
昭
和
天
皇
実
録
』
に
よ
れ
ば
、
情
報
部
長
白
鳥
敏
夫
は
英
語
通
訳
と
外
交
事

情
に
関
す
る
定
例
進
講
、
人
事
課
長
三
谷
隆
信
は
フ
ラ
ン
ス
語
通
訳
を
担
当
す
る

こ
と
に
な
っ
た）
32
（

。
二
名
体
制
と
な
っ
た
「
外
交
官
宮
内
省
御
用
掛
」
は
役
割
分
担

に
よ
り
機
能
的
な
運
用
が
可
能
と
な
っ
た
。
ま
た
、
進
講
の
実
施
場
所
も
変
更
に

な
っ
た
。
表
御
座
所
に
お
い
て
行
わ
れ
て
い
た
澤
田
時
代
は
、
白
鳥
時
代
か
ら
は

御
進
講
室
に
お
い
て
実
施
さ
れ
、
さ
ら
に
侍
従
長
が
陪
聴
す
る
こ
と
に
な
っ
た）
33
（

。

し
か
し
、
昭
和
六
年
（
一
九
三
一
）
の
満
州
事
変
を
契
機
に
、
白
鳥
の
言
動
は
、

宮
中
に
も
波
紋
が
広
が
る
。
白
鳥
は
い
わ
ゆ
る
「
外
務
省
革
新
派
」
の
筆
頭
格
で

あ
り
、
情
報
部
長
と
し
て
外
務
省
の
「
ス
ポ
ー
ク
ス
マ
ン
」
と
い
う
側
面
を
持
っ

て
い
た）
34
（

。『
西
園
寺
公
と
政
局
』
に
よ
れ
ば
、
白
鳥
は
犬
養
内
閣
の
書
記
官
長
森
恪

や
陸
軍
の
鈴
木
貞
一
中
佐
と
連
携
し
、
各
勢
力
と
の
横
断
的
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の

構
築
を
模
索
し
た）
35
（

。
木
戸
幸
一
ら
宮
中
の
中
堅
層
は
白
鳥
ら
を
外
交
情
報
源
と
し

て
お
り
、
ま
た
木
戸
は
「
此
際
外
務
省
よ
り
白
鳥
君
あ
た
り
が
出
か
け
て
陸
軍
・

外
務
等
と
云
ふ
立
場
を
離
れ
、
充
分
意
思
の
疎
通
を
謀
り
、
軍
行
動
の
限
界
に
見

極
を
つ
け
し
む
る
こ
と
が
肝
要
な
り
」
と
ま
で
述
べ
た）
36
（

。
そ
の
一
方
で
、
白
鳥
は

天
皇
が
「
恐
乍
パ
シ
フ
ィ
ス
ト
に
被
為
在
、
夫
れ
は
西
園
寺
、
内
大
臣
が
其
方
の

論
者
な
る
が
為
め
な
り
」）
37
（

と
述
べ
る
な
ど
、
西
園
寺
、
牧
野
を
は
じ
め
と
す
る
宮

中
上
層
部
へ
の
批
判
を
展
開
す
る
。
こ
れ
に
対
し
、
牧
野
は
「
高
遠
な
る
大
御
心

を
会
得
せ
ざ
る
の
致
す
と
こ
ろ
に
し
て
、
毎
週
咫
尺
し
奉
る
事
も
考
慮
を
要
す
る

の
感
を
起
せ
り
」
と
強
い
憤
り
を
滲
ま
せ
た
。
ま
た
、
牧
野
と
親
交
が
あ
っ
た
駐

日
ア
メ
リ
カ
大
使
ジ
ョ
セ
フ
・
Ｃ
・
グ
ル
ー
（Joseph Clark Grew

）
は
日
記
に
、

「
白
鳥
は
折
に
ふ
れ
て
相
当
勝
手
な
こ
と
を
し
ゃ
べ
り
ま
く
っ
た
男
」 

と
し
、「
外

務
省
の
攻
勢
的
代
弁
者
」）
38
（

と
評
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
白
鳥
は
天
皇
の
相
談

相
手
と
し
て
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
と
い
う
認
識
が
牧
野
ら
宮
中
上
層
部
に
お
い
て

形
成
さ
れ
て
い
く
。

昭
和
八
年
（
一
九
三
三
）
六
月
二
日
付
を
も
っ
て
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
公
使
に
任

じ
ら
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
白
鳥
は
宮
内
省
御
用
掛
を
更
迭
さ
れ
た
。
後
任
の
情
報

部
長
に
は
天
羽
英
二
が
任
じ
ら
れ
た
が
、
御
用
掛
の
兼
任
と
は
な
ら
ず
、
代
わ
り

に
元
オ
ラ
ン
ダ
国
駐
箚
特
命
全
権
大
使
松
田
道
一
が
任
じ
ら
れ
た）
39
（

。
松
田
は
帰
朝

後
、
昭
和
八
年
五
月
ま
で
条
約
局
長
を
務
め
た
。
そ
し
て
、
同
年
九
月
に
は
外
務

省
を
退
官
し
た）
40
（

。
そ
の
た
め
、
松
田
御
用
掛
は
現
役
外
交
官
と
し
て
は
約
三
ヵ
月



－ 148 －

『外交史料館報』第 30 号（2017 年 3 月）

重
複
し
て
い
た
が
、「
兼
任
」
と
い
う
形
は
と
ら
れ
な
か
っ
た
。
天
羽
で
は
な
く
第

一
線
を
退
い
た
松
田
が
選
任
さ
れ
た
背
景
に
は
、
先
述
し
た
よ
う
な
宮
中
批
判
の

高
ま
り
が
あ
り
、
宮
中
と
外
務
省
と
し
て
は
、
リ
ス
ク
を
回
避
し
た
格
好
と
な
っ

た
。
一
方
で
、
三
谷
人
事
課
長
は
留
任
し
、「
外
交
官
宮
内
省
御
用
掛
」
は
維
持

さ
れ
た
。
し
か
し
、
人
事
課
は
電
信
課
や
情
報
部
の
よ
う
に
、
高
度
な
外
交
情
報

を
取
扱
う
部
署
で
は
な
い
。
そ
の
た
め
、
珍
田
が
主
導
し
た
高
度
な
外
交
情
報
に

基
づ
く
天
皇
の
「
御
研
究
ノ
御
相
手
」
と
し
て
の
性
質
を
失
っ
た
。
換
言
す
れ
ば
、

松
田
道
一
は
専
任
の
宮
内
省
御
用
掛
で
あ
り
、
従
来
通
り
の
御
用
掛
と
し
て
天
皇

の
相
談
に
応
じ
る
態
勢
と
な
っ
た
。

昭
和
九
年
（
一
九
三
四
）
三
月
一
二
日
、
三
谷
人
事
課
長
は
在
フ
ラ
ン
ス
大
使

館
参
事
官
に
任
じ
ら
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
御
用
掛
も
更
迭
さ
れ
た
。
後
任
に
は

外
務
書
記
官
日
高
信
六
郎
が
就
任
し
た
。
三
谷
と
同
様
の
人
事
課
長
に
よ
る
御
用

掛
兼
任
で
あ
り
、
大
き
な
変
更
は
な
か
っ
た
。
以
後
、
昭
和
一
二
年
（
一
九
三
七
）

四
月
一
三
日
ま
で
、松
田
道
一
と
日
高
人
事
課
長
の
二
名
体
制
と
し
て
推
移
し
た
。

　

四
、
儀
典
課
の
新
設
と
鈴
木
九
萬
儀
典
課
長
の
宮
内
省
御
用
掛
兼
任

昭
和
一
一
年
（
一
九
三
六
）
の
二
・
二
六
事
件
で
は
、
斎
藤
実
内
大
臣
が
暗
殺

さ
れ
、
鈴
木
貫
太
郎
侍
従
長
が
重
傷
を
負
う
な
ど
宮
中
は
大
打
撃
を
受
け
た
。
当

時
宮
内
大
臣
で
あ
っ
た
湯
浅
倉
平
は
横
滑
り
す
る
形
で
内
大
臣
に
就
任
し
、
代
わ

り
に
駐
英
大
使
の
松
平
恒
雄
が
宮
内
大
臣
に
就
任
し
た）
41
（

。

外
務
省
に
お
い
て
は
、
昭
和
一
二
年
（
一
九
三
七
）
七
月
一
日
、
大
臣
官
房
内

に
儀
典
課
が
新
設
さ
れ
た
。
こ
れ
に
伴
い
、
大
臣
官
房
は
、
人
事
課
、
儀
典
課
、

文
書
課
、
会
計
課
、
翻
訳
課
及
び
電
信
課
の
六
課
体
制
と
な
り
、
初
代
儀
典
課
長

に
は
、
鈴
木
九
萬
書
記
官
が
任
命
さ
れ
た）
42
（

。
同
年
六
月
、
枢
密
院
に
お
け
る
「
外

務
省
官
制
中
改
正
ノ
件
審
査
報
告
」
で
は
次
の
よ
う
に
報
告
さ
れ
て
い
る
。

従
来
我
ガ
皇
室
ト
諸
外
国
ノ
皇
室
又
ハ
元
首
ト
ノ
間
ノ
儀
礼
、
来
朝
外
国
人

ノ
謁
見
其
ノ
他
儀
典
ニ
関
ス
ル
事
務
ハ
大
臣
官
房
人
事
課
ニ
於
テ
併
セ
テ
之

ヲ
掌
理
セ
シ
メ
タ
ル
モ
逐
年
国
交
ノ
増
進
ニ
伴
ヒ
著
シ
ク
該
事
務
ノ
増
加
ヲ

来
シ
タ
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
儀
礼
ヲ
通
ジ
テ
本
邦
駐
在
ノ
諸
外
国
ノ
外
交
団
ト
ノ

接
触
ヲ
一
層
緊
密
ナ
ラ
シ
メ
以
テ
列
国
間
ノ
修
好
ニ
万
全
ヲ
期
ス
ル
ノ
必
要

ア
ル
ニ
由
リ
大
臣
官
房
ニ
儀
典
課
ナ
ル
一
課
ヲ
新
設
シ
テ
専
ラ
右
等
ノ
事
務

ヲ
掌
理
セ
シ
ム
ル
コ
ト
ト
セ
ン
ト
ス
ル）
43
（

。

こ
の
よ
う
に
、
人
事
課
の
業
務
の
合
理
化
の
観
点
か
ら
、
儀
典
を
取
り
除
い
た
。

換
言
す
れ
ば
、
外
務
省
内
に
お
け
る
皇
室
関
連
の
業
務
の
専
門
部
署
が
誕
生
し
た

と
言
え
る
。

ま
た
、
昭
和
一
二
年
（
一
九
三
七
）
六
月
二
一
日
、
広
田
弘
毅
外
相
は
近
衛
文

麿
首
相
に
対
し
て
、「
在
京
外
交
団
ノ
接
触
ヲ
一
層
緊
密
ナ
ラ
シ
メ
諸
外
国
ト
ノ
国

交
ノ
増
進
ニ
万
全
ヲ
期
ス
」
と
儀
典
課
の
意
義
を
強
調
し
た）
44
（

。

初
代
儀
典
課
長
の
鈴
木
は
後
年
、
儀
典
課
の
業
務
を
次
の
よ
う
に
回
想
し
て
い

る
。

儀
典
課
長
本
来
の
仕
事
は
一
口
で
言
え
ば
外
交
団
の
お
世
話
で
政
務
に
は
直

接
の
関
係
が
無
い
の
で
す
。
然
し
儀
典
課
長
が
こ
ま
か
く
気
を
配
っ
て
よ
く

世
話
を
す
れ
ば
、
そ
の
国
に
対
す
る
外
交
団
の
感
じ
な
り
評
判
も
よ
く
な
る

と
い
う
の
で
、
ど
こ
の
国
で
も
儀
典
に
は
局
長
級
以
上
の
先
任
大
使
格
の
人
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を
任
命
し
て
重
要
視
し
て
い
る
と
い
う
の
が
実
情
で
日
本
が
一
九
三
七
年
に

な
っ
て
は
じ
め
て
独
立
の
儀
典
課
長
の
ポ
ス
ト
を
作
っ
た
と
い
う
の
は
晩
き

に
失
し
た
形
が
あ
っ
た
の
で
す
。
し
か
し
儀
典
の
仕
事
と
い
う
も
の
は
随
分

こ
ま
か
い
、
厄
介
な
問
題
も
あ
っ
た
の
で
す
。
例
え
ば
大
公
使
が
本
国
や
外

国
か
ら
取
り
寄
せ
る
物
に
対
す
る
無
税
通
関
の
問
題
と
か
、ま
た
新
し
い
大
、

公
使
館
が
出
来
る
と
、
大
公
使
館
や
公
邸
を
世
話
し
て
や
る
と
か
、
ま
た
使

用
人
、
料
理
番
の
世
話
ま
で
し
て
や
る
と
言
っ
た
工
合
で
す
。
勿
論
部
下
が

相
当
い
ま
し
て
こ
ま
か
い
こ
と
は
や
っ
て
く
れ
ま
す
が）
45
（

。

こ
の
よ
う
に
、
儀
典
課
の
業
務
と
し
て
は
、
直
接
政
務
に
関
わ
ら
な
い
た
め
、

儀
典
課
長
の
宮
内
省
御
用
掛
兼
任
は
人
事
課
長
か
ら
の
継
続
性
が
あ
っ
た
と
言
え

る
。ま

た
、
情
報
部
と
人
事
課
が
担
っ
て
き
た
外
国
の
皇
室
報
道
に
関
す
る
情
報
収

集
も
人
事
課
か
ら
引
き
継
い
だ）
46
（

。
昭
和
一
三
年
（
一
九
三
八
）
九
月
二
日
付
、
在

エ
ジ
プ
ト
臨
時
代
理
公
使
勝
部
俊
男
に
よ
る
、宇
垣
一
成
外
相
宛
て
の
公
信
で
は
、

主
管
は
儀
典
課
の
取
り
扱
い
と
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
か
つ
て
情
報
部
と
人
事

課
が
主
管
し
て
い
た
外
国
の
皇
室
報
道
に
関
す
る
情
報
収
集
は
儀
典
課
に
集
約
さ

れ
た
。
な
お
、
回
覧
先
は
情
報
部
の
各
課
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
情
報
部
と

共
有
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。

昭
和
一
五
年
（
一
九
四
〇
）
九
月
二
四
日
、
鈴
木
が
在
エ
ジ
プ
ト
特
命
全
権
大

使
に
任
じ
ら
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
後
任
と
し
て
、
木
内
良
胤
が
儀
典
課
長
に
就
任

し
た
。宮
内
省
御
用
掛
に
つ
い
て
も
鈴
木
の
後
任
と
し
て
、兼
任
す
る
こ
と
に
な
っ

た
。
し
か
し
、
御
用
掛
と
し
て
の
木
内
の
氏
名
は
、
昭
和
一
六
年
四
月
一
日
現
在

の
『
宮
内
省
職
員
録
』
に
記
載
が
な
い
こ
と
か
ら
、
そ
れ
以
前
に
木
内
は
御
用
掛

を
更
迭
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
木
内
自
身
は
少
な
く
と
も
、昭
和
一
七
年（
一
九

四
二
）
七
月
一
日
時
点
ま
で
は
儀
典
課
長
と
し
て
在
籍
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、

木
内
の
後
任
は
任
じ
ら
れ
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、昭
和
一
八
年（
一

九
四
三
）
七
月
一
日
時
点
の
『
職
員
録
』
の
儀
典
課
長
に
は
、
吉
岡
範
武
が
任
じ

ら
れ
て
お
り
、
宮
内
省
式
部
職
の
御
用
掛
を
兼
任
し
て
い
る）
47
（

。
一
方
で
、
松
田
道

一
元
大
使
は
戦
時
中
を
通
じ
て
宮
内
省
御
用
掛
を
務
め
た
。
更
迭
の
事
由
は
史
料

的
な
制
約
の
た
め
詳
ら
か
で
な
い
が
、
現
役
の
外
交
官
に
求
め
ら
れ
た
の
は
、
通

訳
な
ど
実
務
的
な
業
務
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
吉
岡
儀
典
課

長
の
宮
内
省
式
部
職
御
用
掛
兼
任
に
よ
っ
て
、
現
役
外
交
官
の
御
用
掛
の
業
務
は

通
訳
な
ど
儀
典
に
限
定
さ
れ
、
且
つ
そ
の
職
掌
は
明
確
に
な
っ
た
と
言
え
る
。

お
わ
り
に

近
代
日
本
に
お
け
る
宮
中
は
、大
正
末
期
か
ら
昭
和
初
期
に
転
換
点
を
迎
え
た
。

大
正
期
に
見
ら
れ
た
皇
室
の
あ
り
方
を
め
ぐ
る
模
索
で
は
、
同
時
に
宮
中
と
外
交

の
関
係
の
あ
り
方
を
も
問
わ
れ
た
。
こ
う
し
た
宮
中
改
革
の
試
み
の
一
つ
に
、
現

役
の
外
交
官
に
よ
る
宮
内
省
御
用
掛
の
兼
任
が
あ
っ
た
。
天
皇
の
外
交
問
題
に
関

す
る
研
究
相
手
と
し
て
誕
生
し
た
「
外
交
官
宮
内
省
御
用
掛
」
で
あ
っ
た
が
、
そ

の
推
進
役
と
な
っ
た
の
は
、
珍
田
捨
巳
や
出
淵
勝
次
、
そ
し
て
幣
原
喜
重
郎
な
ど

外
務
省
を
母
体
と
す
る
人
的
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
宮
中
と
外

務
省
を
有
機
的
に
結
び
つ
け
た
人
的
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
構
築
に
よ
っ
て
、
近
代
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日
本
に
お
け
る
宮
中
と
外
交
の
関
係
は
新
た
な
展
開
を
見
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

当
初
は
澤
田
廉
三
電
信
課
長
が
御
用
掛
を
兼
任
し
た
。
電
信
課
長
は
日
本
外
交

の
情
報
を
網
羅
的
に
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
利
点
を
生
か
し

て
、
天
皇
の
外
交
に
関
す
る
「
御
研
究
ノ
御
相
手
」
と
し
て
選
ば
れ
た
。
宮
内
省

御
用
掛
の
後
任
に
は
、白
鳥
敏
夫
情
報
部
長
と
三
谷
隆
信
人
事
課
長
が
兼
任
し
た
。

御
用
掛
に
選
ば
れ
た
事
由
は
史
料
的
な
制
約
か
ら
詳
ら
か
で
な
い
が
、
情
報
部
と

人
事
課
は
、
海
外
の
「
我
皇
室
ニ
関
ス
ル
新
聞
記
事
」
の
取
り
扱
い
を
め
ぐ
る
処

理
過
程
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
共
に
主
管
部
署
と
し
て
皇
室
関
連
の
文
書
を

処
理
し
て
い
た
こ
と
と
関
係
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
情
報
部
長
は
前
任
の
電
信

課
長
と
同
様
に
、
高
度
な
外
交
情
報
を
有
す
る
こ
と
か
ら
、
天
皇
の
外
交
上
の
相

談
相
手
と
し
て
適
任
で
あ
っ
た
。
一
方
、
人
事
課
長
は
皇
室
に
関
す
る
業
務
も
総

括
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
実
務
上
に
お
い
て
宮
内
省
式
部
職
と
の
連
携
を
も
視
野

に
入
れ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
昭
和
初
期
は
、
宮
内
省
式
部
職
に
お
い
て

林
権
助
と
岡
部
長
景
が
、
そ
れ
ぞ
れ
長
官
と
次
長
と
し
て
宮
中
入
り
し
、
外
務
省

を
母
体
と
す
る
人
材
が
宮
中
に
配
置
さ
れ
た
。
同
時
に
明
治
以
来
、
宮
内
省
が
主

管
し
て
い
た
皇
室
と
外
交
の
関
係
に
お
い
て
も
、
転
換
点
を
迎
え
る
こ
と
に
な
っ

た
。
そ
の
よ
う
な
中
で
、
白
鳥
情
報
部
長
の
言
動
は
宮
中
上
層
部
へ
の
批
判
へ
と

展
開
し
、
外
交
に
と
ど
ま
ら
ず
宮
中
上
層
部
に
も
波
紋
が
広
が
っ
た
。
そ
し
て
、

つ
い
に
白
鳥
は
情
報
部
長
を
更
迭
さ
れ
た
。
後
任
の
情
報
部
長
に
は
天
羽
英
二
が

任
じ
ら
れ
た
が
、
宮
内
省
御
用
掛
を
兼
任
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
代
わ
り
に
外

務
省
を
退
官
し
た
松
田
道
一
元
大
使
が
宮
内
省
御
用
掛
に
任
じ
ら
れ
た
。こ
れ
は
、

白
鳥
の
言
動
を
め
ぐ
る
宮
中
上
層
部
の
衝
撃
は
大
き
か
っ
た
と
同
時
に
、
宮
中
上

層
部
は
「
宮
中
・
府
中
の
別
」
の
原
則
と
い
う
論
理
に
影
響
す
る
こ
と
を
懸
念
し

た
と
考
え
ら
れ
る
。
か
く
し
て
、
松
田
は
戦
時
期
を
通
じ
て
、
終
戦
ま
で
御
用
掛

を
務
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。
一
方
、
三
谷
人
事
課
長
は
留
任
し
、
そ
の
後
任
の
人

事
課
長
日
高
信
六
郎
も
引
き
続
い
て
兼
任
し
た
。
そ
し
て
、
昭
和
一
二
年
に
人
事

課
か
ら
派
生
し
た
儀
典
課
長
鈴
木
九
萬
が
兼
任
す
る
こ
と
で
、「
外
交
官
宮
内
省

御
用
掛
」
は
維
持
さ
れ
た
。

し
か
し
、
人
事
課
や
儀
典
課
は
直
接
政
務
に
か
か
わ
る
部
署
で
は
な
い
。
す
な

わ
ち
、珍
田
捨
巳
が
主
導
し
た
高
度
な
外
交
情
報
に
基
づ
く
「
御
研
究
ノ
御
相
手
」

と
し
て
の
性
質
は
失
わ
れ
た
。
そ
し
て
、
鈴
木
の
後
任
で
あ
る
木
内
良
胤
が
宮
内

省
御
用
掛
を
兼
任
し
た
も
の
の
、
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
戦
争
開
戦
の
直
前
に
は
更
迭

さ
れ
て
し
ま
う
。
そ
の
後
は
、吉
岡
範
武
儀
典
課
長
が
「
宮
内
省
式
部
職
御
用
掛
」

を
兼
任
し
、
通
訳
な
ど
皇
室
に
関
す
る
業
務
に
従
事
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
現
役
外
交
官
に
よ
る
宮
内
省
御
用
掛
の
兼
任
の
特
徴
は
、
高
度

な
外
交
情
報
に
基
づ
く
天
皇
の
相
談
相
手
と
い
う
実
質
的
な
側
面
か
ら
、
通
訳
な

ど
外
交
儀
礼
と
い
う
形
式
的
な
側
面
へ
と
変
化
し
た
。

以
上
、
昭
和
戦
前
期
の
宮
中
と
外
交
の
関
係
に
つ
い
て
、「
外
交
官
宮
内
省
御
用

掛
」
に
注
目
し
て
述
べ
て
き
た
が
、
そ
の
系
譜
は
終
戦
に
よ
っ
て
断
絶
さ
れ
た
わ

け
で
は
な
か
っ
た
。
昭
和
一
二
年
の
外
務
省
大
臣
官
房
儀
典
課
の
新
設
は
、
現
在

の
外
務
省
大
臣
官
房
儀
典
官
室
の
母
体
と
な
っ
た
。
ま
た
、人
事
課
長
と
し
て「
外

交
官
宮
内
省
御
用
掛
」
を
務
め
た
三
谷
隆
信
は
昭
和
二
三
年
（
一
九
四
八
）
六
月

に
侍
従
長
と
な
っ
た
。
戦
後
、
三
谷
は
皇
室
と
外
交
の
関
係
に
つ
い
て
次
の
よ
う

に
回
想
し
て
い
る
。
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最
近
は
天
皇
、
皇
后
両
陛
下
の
外
国
御
訪
問
の
こ
と
も
あ
り
、
皇
室
外
交

と
い
う
か
、
陛
下
は
じ
め
皇
族
方
が
直
接
外
国
と
の
親
善
に
御
尽
し
に
な
る

こ
と
が
顕
著
で
あ
る
が
、
戦
争
直
後
占
領
に
も
、
日
本
を
訪
問
す
る
外
国
名

士
に
両
陛
下
は
し
ば
し
ば
面
接
せ
ら
れ
、
よ
も
や
ま
話
の
う
ち
に
親
交
を
結

ば
れ
て
き
た
。
こ
の
こ
と
は
日
本
に
つ
い
て
の
外
人
の
認
識
を
改
め
、
深
く

す
る
う
え
に
大
き
な
効
果
が
あ
っ
た
と
思
っ
て
い
る
。
勿
論
陛
下
は
政
治
を

御
語
り
に
な
ら
ぬ
。
し
か
し
文
化
、
経
済
、
自
然
、
そ
の
他
百
般
の
会
話
の

う
ち
に
、
親
し
く
両
陛
下
に
接
し
た
人
々
の
心
に
残
る
何
物
か
は
、
外
国
と

日
本
と
の
間
に
親
善
に
役
立
っ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
こ
う
い
っ
た
世
間
の
眼

に
ふ
れ
ぬ
と
こ
ろ
に
、
陛
下
の
外
人
謁
見
は
大
き
な
結
果
を
も
た
ら
し
て
い

る
も
の
と
私
は
思
っ
て
い
る
。）
48
（

三
谷
は
、
国
際
社
会
に
復
帰
し
て
い
く
戦
後
日
本
に
お
い
て
皇
室
の
存
在
は
必

要
不
可
欠
で
あ
る
と
述
べ
て
お
り
、
皇
室
関
連
の
業
務
に
従
事
す
る
外
交
官
に
期

待
さ
れ
る
役
割
は
、
戦
前
と
戦
後
に
お
い
て
大
き
く
変
容
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

【別表一】外交官宮内省御用掛一覧 

就任年月日 人名（役職） 人名（役職）

昭和２年４月21日 澤田廉三（電信課長）

昭和５年８月30日 白鳥敏夫（情報部長）
三谷隆信（人事課長）

昭和８年６月２日

松田道一（元オランダ国駐箚
特命全権大使）

昭和９年３月12日 日高信六郎（人事課長）

昭和12年４月14日 鈴木九萬（儀典課長）

昭和15年９月24日 木内良胤（儀典課長）

昭和16年４月１日

昭和18年７月１日 吉岡範武（儀典課長・宮内省
式部職御用掛）

※ 外務省記録「本省員宮内省御用掛兼任関係一件」（M.2.1.0.18、外務省外交史料館所蔵）、『宮内省職員録』
を基に作成した。
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【別表二】「我皇室ニ関スル新聞記事送付ノ件」一覧

接到日 受領 主管 回覧先 備考

武富敏彦在桑港総領事→
幣原喜重郎外務大臣
（公信公第127号）
昭和2年2月23日

昭和2年3月16日 情報部第二課
昭和2年3月17日 情報部 情報部第二課

今井忠直在ケープタウン領事→
幣原喜重郎外務大臣
（公信南阿公第53号）
昭和2年3月7日

昭和2年5月2日 情報部第二課
昭和2年5月2日 情報部 情報部第二課

人事課

昌谷忠在漢堡総領事代理→
幣原喜重郎外務大臣
（公信公第71号）
昭和2年3月16日

昭和2年4月6日 情報部第二課
昭和2年4月6日 情報部 情報部第二課

人事課

永井松三在瑞典特命全権大使→
幣原喜重郎外務大臣
（公信普通第50号）
昭和2年4月11日

昭和2年5月23日 情報部第二課
昭和2年5月23日 情報部 情報部第二課

人事課

栗山茂在仏臨時代理大使→
芳澤謙吉外務大臣
（公信公第34号）
昭和7年1月14日

昭和7年2月16日 人事課
昭和7年2月17日 人事課

芳澤謙吉外務大臣→
一木喜徳郎宮内大臣
（公信人普通第72号）
昭和7年2月25日

人事課

松平恒雄在英特命全権大使→
広田弘毅外務大臣
（公信普通第271号）
昭和10年6月18日

昭和10年7月10日

人事課
昭和10年7月10日
情報部
昭和10年7月13日

人事課
欧亜局第二課
情報部第二課
情報部第三課

井上益太郎在紐育総領事代理→
有田八郎外務大臣
（電信普通第139号）
昭和11年5月1日

昭和11年5月23日 情報部第一課 情報部第二課

鶴見憲在ポートランド領事→
有田八郎外務大臣
（公信普通第222号）
昭和11年11月9日

昭和11年11月30日

人事課
昭和11年12月1日
情報部第三課（庶務）
昭和11年12月7日

人事課 情報部第二課

宮内省へ
「見セス」
の記載あ
り。

斎藤音次在埃及臨時代理公使→
広田弘毅外務大臣
（公信普通第249号）
昭和12年6月11日

昭和12年7月14日 情報部第一課

横山正幸在埃及特命全権公使→
広田弘毅外務大臣
（公信機密第23号）
昭和13年1月30日

昭和13年3月15日 情報部第一課 欧亜局

勝部俊男在埃及臨時代理公使→
宇垣一成外務大臣
（公信普通第244号）
昭和13年9月2日

昭和13年10月10日 儀典課
昭和13年10月11日 儀典課

情報部第一課
情報部第二課
情報部第三課

古関富弥在ベルーン領事代理→
有田八郎外務大臣
（電信普通公第103号）
昭和13年12月20日

昭和14年1月20日 亜米利加局第二課
昭和14年1月30日 亜米利加局

高和博在馬耳塞領事代理→
有田八郎外務大臣
（公信普通公第139号）
昭和14年6月8日

昭和14年7月6日 情報部第三課（庶務）
昭和14年7月6日 情報部第一課ヵ 情報部第二課

情報部第三課

※「我皇室ニ関スル新聞記事送付ノ件」（外務省記録L.1.0.0.8「帝国皇室ニ関スル雑件」第一巻所収）を基に作成した。
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注（
1
）
大
正
末
期
か
ら
昭
和
初
期
に
か
け
て
の
宮
中
の
特
徴
に
つ
い
て
、御
厨
貴
氏
は
「
宮
中
・

皇
室
の
制
度
や
政
治
と
の
か
か
わ
り
方
に
つ
い
て
の
一
つ
の
到
達
点
で
あ
る
と
同
時

に
、
摂
政
時
代
を
含
め
て
昭
和
天
皇
の
登
場
に
よ
る
新
し
い
宮
中
・
皇
室
の
あ
り
方

へ
の
模
索
に
む
か
う
出
発
点
」
と
指
摘
し
て
い
る
。（
御
厨
貴
「
宮
中
・
皇
室
を
め
ぐ

る
政
治
史
」、
近
代
日
本
研
究
会
編
『
年
報
・
近
代
日
本
研
究
二
〇　

宮
中
・
皇
室
と

政
治
』
山
川
出
版
社
、
一
九
九
八
年
）。

（
2
）
茶
谷
誠
一
『
昭
和
戦
前
期
の
宮
中
勢
力
と
政
治
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
九
年
）、

松
田
好
史
『
内
大
臣
の
研
究
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
四
年
）、
梶
田
明
宏
「
酒
巻

芳
男
と
宮
内
省
」（
前
掲
、『
宮
中
・
皇
室
と
政
治
』
所
収
）
な
ど
。

（
3
）
特
に
、
明
治
期
の
宮
中
研
究
に
つ
い
て
は
、
荒
船
俊
太
郎
「
序
章
―
近
年
の
天
皇
・

宮
中
研
究
と
本
書
所
収
論
文
の
位
置
」
を
参
照
さ
れ
た
い
（
安
在
邦
夫
編
『
明
治
期

の
天
皇
と
宮
廷
』
梓
出
版
社
、
二
〇
一
六
年
）。
ジ
ョ
ン
・
ブ
リ
ー
ン
（John 

Breen

）
氏
は
、
天
皇
の
儀
礼
に
お
け
る
贈
答
に
注
目
す
る
こ
と
で
、
こ
れ
ま
で
別
次

元
で
議
論
さ
れ
て
き
た
近
代
天
皇
と
近
代
外
交
を
有
機
的
に
結
び
つ
け
る
こ
と
を
試

み
た
。（
ジ
ョ
ン
・
ブ
リ
ー
ン
「
近
代
外
交
体
制
の
創
出
と
天
皇
」（
荒
野
泰
典
編
『
日

本
の
対
外
関
係
７　

近
代
化
す
る
日
本
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
二
年
）、
ま
た
、
君

塚
直
隆
氏
は
英
国
王
室
の
視
点
か
ら
英
国
の
勲
章
外
交
の
実
態
を
明
ら
か
に
し
た（
君

塚
直
隆
『
女
王
陛
下
の
ブ
ル
ー
リ
ボ
ン
』
二
〇
〇
四
年
、
Ｎ
Ｔ
Ｔ
出
版
）。
そ
の
よ
う

な
中
で
も
、
真
辺
美
佐
氏
は
宮
内
省
文
書
と
外
務
省
記
録
な
ど
一
次
史
料
に
基
づ
い

て
「
皇
室
外
交
」
の
形
成
過
程
を
明
ら
か
に
し
た
こ
と
は
画
期
的
で
あ
る
（
真
辺
美

佐
「
近
代
日
本
に
お
け
る
皇
室
外
交
儀
礼
の
形
成
過
程
」（
安
在
邦
夫
編
『
明
治
期
の

天
皇
と
宮
廷
』
梓
出
版
社
、
二
〇
一
六
年
）。

（
4
）
坂
本
一
登
『
伊
藤
博
文
と
明
治
国
家
形
成
―
「
宮
中
」
の
制
度
化
と
立
憲
制
の
導
入
』

（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
一
年
）。

（
5
）「
宮
内
省
省
報
」
第
一
三
三
号
（『
宮
内
省
省
報
』
大
正
編
六
、
ゆ
ま
に
書
房
、
一
九

九
九
年
所
収
）。

（
6
）「
外
交
官
宮
内
省
御
用
掛
兼
勤
ニ
関
シ
珍
田
伯
出
淵
次
官
来
訪
ノ
件
」（「JA

CA
R

（
ア

ジ
ア
歴
史
資
料
セ
ン
タ
ー
）Ref.B14090990300

、
本
省
員
宮
内
省
御
用
掛
兼
任
関

係
一
件
（M

.2.1.0.18

）（
外
務
省
外
交
史
料
館
）」）。
以
下
、「
外
交
官
宮
内
省
御
用
掛

兼
勤
ニ
関
シ
珍
田
伯
出
淵
次
官
来
訪
ノ
件
」（「
本
省
員
宮
内
省
御
用
掛
兼
任
関
係
一

件
」
所
収
）
と
す
る
。

（
7
）
澤
田
廉
三
（
一
八
八
八
―
一
九
七
〇
）、
大
正
三
年
七
月
に
東
京
帝
国
大
学
法
科
大
学

法
律
学
科
（
仏
法
）
卒
業
後
、
同
年
一
〇
月
、
外
交
官
及
領
事
官
試
験
合
格
。
中
国

な
ど
在
勤
、
パ
リ
講
和
会
議
や
ワ
シ
ン
ト
ン
会
議
全
権
委
員
随
員
な
ど
を
経
て
、
大

正
一
五
年
一
一
月
、
外
務
書
記
官
・
電
信
課
長
に
就
任
（
秦
郁
彦
編
『
日
本
近
現
代

人
物
履
歴
事
典　

第
二
版
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
三
年
）
二
七
八
頁
。

（
8
）
前
掲
、「
外
交
官
宮
内
省
御
用
掛
兼
勤
ニ
関
シ
珍
田
伯
出
淵
次
官
来
訪
ノ
件
、（「
本
省

員
宮
内
省
御
用
掛
兼
任
関
係
一
件
」）
所
収
。

（
9
）
前
掲
、「
外
交
官
宮
内
省
御
用
掛
兼
勤
ニ
関
シ
珍
田
伯
出
淵
次
官
来
訪
ノ
件
、（「
本
省

員
宮
内
省
御
用
掛
兼
任
関
係
一
件
」）
所
収
。

（
10
）
前
掲
、「
外
交
官
宮
内
省
御
用
掛
兼
勤
ニ
関
シ
珍
田
伯
出
淵
次
官
来
訪
ノ
件
、（「
本
省

員
宮
内
省
御
用
掛
兼
任
関
係
一
件
」）
所
収
。

（
11
）「
外
務
省
分
課
規
程
改
正
」（
大
正
八
年
七
月
三
日
）（『
外
務
省
の
百
年
』
上
巻
、
原
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書
房
、
一
九
六
九
年
、
一
〇
〇
七
頁
）。

（
12
）
前
掲
、「
外
交
官
宮
内
省
御
用
掛
兼
勤
ニ
関
シ
珍
田
伯
出
淵
次
官
来
訪
ノ
件
、（「
本
省

員
宮
内
省
御
用
掛
兼
任
関
係
一
件
」
所
収
。

（
13
）
前
掲
、「
外
交
官
宮
内
省
御
用
掛
兼
勤
ニ
関
シ
珍
田
伯
出
淵
次
官
来
訪
ノ
件
、（「
本
省

員
宮
内
省
御
用
掛
兼
任
関
係
一
件
」
所
収
。

（
14
）
田
中
義
一
外
相
発
一
木
喜
徳
郎
宮
相
宛
公
信
「
澤
田
外
務
書
記
官
ノ
宮
内
省
御
用
掛

被
仰
付
ノ
件
」（
外
務
省
記
録M

.2.1.0.18

「
本
省
員
宮
内
省
御
用
掛
兼
勤
勤
務
関
係
一

件
」
所
収
）。

（
15
）
宮
内
庁
『
昭
和
天
皇
実
録
』
第
四
（
東
京
書
籍
、
二
〇
一
五
年
）
一
九
二
七
年
四
月

二
七
日
（
六
九
二
頁
）、
八
月
一
七
日
条
（
七
五
七
頁
）
な
ど
。

（
16
）
宮
内
省
御
用
掛
の
構
成
員
に
つ
い
て
は
、
宮
内
省
編
『
宮
内
省
職
員
録
』
の
「
宮
内

省
御
用
掛
」
の
項
目
を
参
照
。

（
17
）
前
掲
、
茶
谷
誠
一
『
昭
和
戦
前
期
の
宮
中
勢
力
と
政
治
』
一
九
頁
、
服
部
龍
二
「
政

党
内
閣
、
宮
中
と
ワ
シ
ン
ト
ン
体
制
」（
大
津
透
編
『
岩
波
講
座
日
本
歴
史
』
第
一
七

巻
、
岩
波
書
店
、
二
〇
一
四
年
）
一
五
九
頁
。

（
18
）
前
掲
、「
外
交
官
宮
内
省
御
用
掛
兼
勤
ニ
関
シ
珍
田
伯
出
淵
次
官
来
訪
ノ
件
」（「
本
省

員
宮
内
省
御
用
掛
兼
任
関
係
一
件
」
所
収
）。
秦
郁
彦
編
『
日
本
近
現
代
人
物
履
歴
事

典　

第
二
版
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
三
年
）。

（
19
）
三
谷
隆
信
の
人
事
課
長
就
任
は
吉
田
茂
外
務
次
官
の
推
薦
が
あ
っ
た
と
後
に
回
想
し

て
い
る
（
三
谷
隆
信
『
回
顧
録
』
非
売
品
、
一
九
八
〇
年
）
五
九
頁
。

（
20
）
前
掲
、「
外
交
官
宮
内
省
御
用
掛
兼
勤
ニ
関
シ
珍
田
伯
出
淵
次
官
来
訪
ノ
件
」（「
本
省

員
宮
内
省
御
用
掛
兼
任
関
係
一
件
」
所
収
）。

（
21
）
前
掲
、『
外
務
省
の
百
年
』
上
巻
、
一
〇
〇
六
頁
。

（
22
）
林
権
助
（
一
八
六
〇
―
一
九
三
九
）、
明
治
二
〇
年
、
東
京
帝
国
大
学
法
科
大
学
政
治

学
科
卒
、駐
英
特
命
全
権
大
使
や
秩
父
宮
訪
欧
州
随
行
な
ど
を
経
て
、昭
和
四
年
四
月
、

式
部
長
官
に
就
任
し
た
。

（
23
）
岡
部
長
景
（
一
八
八
四
―
一
九
七
〇
）、
明
治
四
二
年
、
東
京
帝
国
大
学
法
科
大
学
政

治
学
科
卒
、
ア
ジ
ア
局
二
課
長
、
対
支
文
化
事
業
部
長
を
経
て
、
昭
和
四
年
二
月
、

式
部
次
長
に
就
任
し
た
。

（
24
）
尚
友
倶
楽
部
編
『
岡
部
長
景
日
記
』（
柏
書
房
、
一
九
九
三
年
）、
一
九
二
九
年
一
月

二
五
日
条
、
二
二
頁
。

（
25
）
前
掲
、『
岡
部
日
記
』
一
九
二
九
年
一
月
二
四
日
条
、
二
一
頁
。

（
26
）「
皇
室
外
交
」
を
め
ぐ
る
主
管
官
庁
の
変
遷
に
つ
い
て
は
、
前
掲
、
真
辺
美
佐
「
近
代

日
本
に
お
け
る
皇
室
外
交
儀
礼
の
形
成
過
程
」
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
27
）
前
掲
、『
外
務
省
の
百
年
』
上
巻
、
一
〇
三
六
頁
。

（
28
）「
大
正
十
四
年
四
月
十
六
日
摂
政
宮
御
召
ニ
依
リ
幣
原
大
臣
ガ
為
シ
タ
ル
進
講
ノ
草
稿
」

（
外
務
省
記
録L.1.0.0.6

「
御
進
講
関
係
雑
件
」
所
収
）。

（
29
）
栗
山
茂
発
幣
原
喜
重
郎
宛
、
一
九
三
二
年
一
月
一
四
日
、「
我
皇
室
ニ
関
ス
ル
新
聞
記

事
送
付
ノ
件
」（
外
務
省
記
録L.1.0.0.8

「
帝
国
皇
室
ニ
関
ス
ル
雑
件
」
第
一
巻
所
収
）。

（
30
）
外
交
文
書
の
処
理
過
程
に
つ
い
て
は
、
熊
本
史
雄
「
大
正
期
に
お
け
る
「
組
織
外
交
」

の
展
開
と
「
外
務
省
記
録
」」（『
近
代
史
料
研
究
』
第
八
号
、
二
〇
〇
八
年
）
を
参
照

し
た
。

（
31
）
芳
澤
謙
吉
外
務
大
臣
発
一
木
喜
徳
郎
宮
相
宛
、（
公
信
人
普
通
第
七
二
号
）
一
九
三
二

年
二
月
二
五
日
、「
我
皇
室
ニ
関
ス
ル
新
聞
記
事
報
告
ノ
件
」（
前
掲
、
外
務
省
記
録
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L.1.0.0.8

「
帝
国
皇
室
ニ
関
ス
ル
雑
件
」
第
一
巻
所
収
）。

（
32
）
宮
内
庁
『
昭
和
天
皇
実
録
』
第
五
（
東
京
書
籍
、
二
〇
一
六
年
）
一
九
三
〇
年
九
月

一
一
日
条
、
六
七
八
頁
。
ま
た
、
一
九
三
〇
年
四
月
二
三
日
よ
り
白
鳥
の
進
講
は
毎

週
木
曜
日
午
前
十
一
時
か
ら
と
変
更
さ
れ
た
（
高
橋
紘
編
『
河
井
弥
八
日
記
』
第
五
巻
、

岩
波
書
店
、
一
九
九
四
年
）
六
六
頁
。

（
33
）
前
掲
、『
昭
和
天
皇
実
録
』
第
五
、一
九
三
〇
年
九
月
一
七
日
条
、六
七
八
―
六
七
九
頁
。

（
34
）
戸
部
良
一
『
外
務
省
革
新
派
』（
中
公
新
書
、
二
〇
一
〇
年
）
三
七
頁
。

（
35
）
原
田
熊
雄
述
『
西
園
寺
公
と
政
局
』
第
二
巻
（
岩
波
書
店
、
一
九
五
〇
年
）
八
三
頁
。

（
36
）
木
戸
幸
一
研
究
会
編
『
木
戸
幸
一
日
記
』
上
巻
、一
九
三
一
年
一
一
月
一
七
日
条
、（
東

京
大
学
出
版
会
、
一
九
六
六
年
）
一
一
四
頁
。

（
37
）
伊
藤
隆
編
『
牧
野
伸
顕
日
記
』
一
九
三
二
年
一
〇
月
八
日
条
（
中
央
公
論
新
社
、

一
九
九
〇
年
）
五
二
四
頁
。

（
38
）
ジ
ョ
セ
フ
・
Ｃ
・
グ
ル
ー
・
石
川
欣
一
訳
『
滞
日
十
年
』
上
巻
（
ち
く
ま
文
庫
、
二

〇
一
一
年
）
三
七
頁
。

（
39
）『
西
園
寺
公
と
政
局
』
に
よ
れ
ば
、
内
田
康
哉
外
相
が
松
田
道
一
の
起
用
を
提
案
し
、

最
終
的
に
牧
野
伸
顕
内
大
臣
と
相
談
し
て
決
め
ら
れ
た
（
前
掲
、『
西
園
寺
公
と
政
局
』

第
三
巻
、
八
七
頁
）。
も
っ
と
も
、
宮
中
上
層
部
も
松
田
を
「
内
々
希
望
」
し
て
い
た

（
前
掲
、『
西
園
寺
公
と
政
局
』
第
三
巻
、
八
九
頁
）。

（
40
）
松
田
は
退
官
後
に
日
伊
協
会
理
事
長
に
就
任
し
、
第
一
線
を
退
い
た
。

（
41
）
松
平
恒
雄
宮
相
は
そ
の
経
歴
を
生
か
し
た「
宮
廷
外
交
」を
展
開
す
る
こ
と
に
な
る（
茶

谷
誠
一
『
昭
和
戦
前
期
の
宮
中
勢
力
と
政
治
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
九
年
）
第
七

章
。

（
42
）
前
掲
、『
外
務
省
の
百
年
』
下
巻
、
五
頁
。

（
43
）
広
田
弘
毅
「
明
治
二
十
一
年
十
二
月
達
官
舎
貸
渡
内
規
別
表
中
ヲ
改
正
ス
（
外
務
大

臣
官
房
儀
典
課
）」（
類02074100

、「
公
文
類
聚
・
第
六
十
一
編
・
昭
和
十
二
年
・
第

七
十
一
巻
・
財
政
十
三
・
国
有
財
産
・
雑
載
」
国
立
公
文
書
館
所
蔵
）。

（
44
）
同
右
。

（
45
）
天
川
晃
監
修
『
現
代
史
を
語
る
⑥
鈴
木
九
萬
』（
現
代
史
料
出
版
、
二
〇
〇
八
年
）
一

二
五
頁
。

（
46
）
勝
部
俊
男
在
エ
ジ
プ
ト
代
理
公
使
発
宇
垣
一
成
外
相
宛
（
公
信
普
通
第
二
四
四
号
）、

一
九
三
八
年
一
〇
月
一
〇
日
付
、「
我
皇
室
ニ
関
ス
ル
新
聞
記
事
送
付
ノ
件
」（
前
掲
、

外
務
省
記
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「
帝
国
皇
室
ニ
関
ス
ル
雑
件
」
所
収
）。

（
47
）
内
閣
印
刷
局
編
刊
『
職
員
録　

昭
和
一
八
年
七
月
一
日
現
在
』、
一
九
四
三
年
。

（
48
）
前
掲
、
三
谷
『
回
顧
録
』
二
三
七
頁
。


